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はじめに 

 

指宿市は、薩摩半島の最南端、錦江湾口に位置 

し、市の中央部には霧島錦江湾国立公園に指定さ 

れている九州最大の湖である池田湖や、その南部 
には見事な円錐形の山容から薩摩富士と称され、 

日本百名山にも数えられている開聞岳などの雄大 

な自然により美しい景観を形成しております。 

また、市の全域を霧島火山脈が縦断していることから温泉の湧出量が豊富であり、特

に世界的にも珍しい「天然砂むし温泉」を有するなど、豊富な景観資源にも恵まれたま

ちです。 

これらの資源は、先人たちにより受け継がれ培われてきた市民共通の大切な資産であ

り、将来にわたりその恵みを享受できるよう景観に配慮したまちづくりを進め、次世代

へ継承していかなければなりません。 
平成１７年に施行された「景観法」に基づき、景観行政団体へ移行した本市は、法に

基づく景観行政を進めることが可能になりました。 

このたび策定した「指宿市景観計画」は、市全域を対象とし、本市の特性に応じた景

観を守り、育み、直し、魅せて、繋ぐための基本方針を定めたものであり、市民の皆様

と一体となって掲げた３つの基本理念である「ぜいたくな資源を守る」、「五感に訴え

る」、「南国 湯豊宿(ゆぶすき)」の景観づくりのもと、目指すべき将来像の実現のた

め、市民・事業者・行政が一体となって、魅力ある指宿市ならではの景観を創り上げて

いくことが盛り込まれた計画となっています。 

本計画に基づき、魅力ある指宿市の景観まちづくりに、積極的に取り組んで参ります

ので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、熱心なご審議をいただきました「指宿市景観計画策

定協議会」の委員の皆様をはじめ、「指宿市景観まちづくりワークショップ」やパブリ

ック・コメントを通じて、貴重なご意見やご提言をいただきました市民の皆様並びに関

係者の方々へ、心より感謝を申し上げます。 

 

平成31年３月 

 

 

指宿市長 豊留 悦男 
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第１章 指宿市の景観 
１ 指宿市景観計画の目的と位置づけ 

指宿市景観計画は、本市における良好な景観の形成に関する方針を定め、景観づくりに向

けた諸施策を講じ、美しいまちと地域の活力を創出することを目的とします。 

 

 

図表-１ 指宿市景観計画の位置づけ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

景 観 計 画 

景 観 計 画 の 区 域 

良好な景観の形成に関する方針 

行為制限の基準（届出制度） 

景観重要建造物及び樹木の指定方針 

景観重要樹木 

管 理 協 定 

屋外広告物に関する制限 

景 観 重 要 公 共 施 設 

景観農業振興地域整備計画 

景 観 協 定 

景観整備機構 

景観地区等 

景 観 地 区 

建築物の形態意匠、高さ等の制限 

工作物等の形態意匠、高さ等の制限 

準景観地区 

地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限 

景観重要建造物 

景観行政団体 

指宿市景観計画 

指宿市景観条例 

鹿児島県屋外広告物条例 

景観法に基づき定めるもの 

市が独自で定めるもの 

県が独自で定めるもの 

指宿市総合戦略及び指宿市長期人口ビジョン 

過疎地域自立促進計画（平成28年度～平成32年度） 

第 二 次 指 宿 市 総 合 振 興 計 画 

指宿都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
山川都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針 
開聞都市計画 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針 

都道府県、指定都市、中核市 

市町村（知事との協議、同意） 

指宿市 

景 

観 

法 

都 
市 

計 

画 

法 

景観計画策定の

ための基礎調査 

指宿市屋外広告物条例 
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図表-２ 景観法のスキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政区域 景観行政団体となる指宿市の行政区域 

都市計画区域 

   ・届出・勧告による緩やかな規制誘導 

   ・景観計画で区域を定める 

   ・行政区域内で任意の区域を指定 

景観計画区域 

都市計画区域外 

都市計画区域外で景観地区と同様の 

仕組みを条例で定めることができる 

 

準景観地区 

 

・都市計画の手法を活用してより積極的に良好な景観の形

成を図る 

・建築物・工作物のデザインや色彩、高さ、敷地面積など

について規制 

・廃棄物の堆積や土地の形質変更等についての行為規制も

可能 

・景観計画がなくても定めることが可能 

景観地区(都市計画) 

景観協定 

住民等全員の合意 

によるきめ細かな 

景観に関する 

ルールづくり 

景観上重要な建築物・ 

工作物・樹木を指定 

して積極的に保全 

景観上重要な建築物 
工作物・樹木 

規
制
緩
和
措
置
の
活
用 

屋
外
広
告
物
と
の
連
携 

市

民

や

Ｎ

Ｐ

Ｏ

法

人 

に

よ

る

提

案

制

度 

景観計画策定委員会（仮称） 

行政、住民、公共施設管理者 

などが協議を行い、景観に 

関するルールづくりを行う 

景観整備機構 

・ＮＰＯ法人や公益法人を景観行政団体

の長が指定 

・景観重要建造物・樹木の管理、耕作放

棄地等の利用権の取得等を行う 
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２ 本市の景観概況 
(1) 概況 

本市は、九州の鹿児島県薩摩半島の南端に位置し、東シナ海と錦江湾に面し、九州地方

最大の広さを誇る池田湖、その東側の鰻池や古くから南蛮貿易の重要な中継地であった山

川港など、火山カルデラ地形に形成され、開放的で美しい自然の景観に恵まれています。 

また、豊富な湯量を利用した指宿砂むし温泉など市内の各所には温泉が湧き出ており、

本市を周遊する沿道には亜熱帯植物や色鮮やかな花壇が見られます。 

市西部には薩摩富士とも呼ばれ、南薩摩地方の景観を象徴する開聞岳が、市東部には環

境省の「かおり風景百選」に認定され潮の干満で陸続きになる知林ヶ島があります。さら

に、市南部の沿岸部にはアロハのまちの南国ムードが漂う長崎鼻があります。 

こうした立地条件のもと、畑地の土壌や温暖な気候などの特性を活かし、整然と作付け

された農村地域の景観など、火山性地形と生活圏が一体となった独特の景観が形成されて

います。 

図表-３ 地形等の概要図 
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(2) 湯のまちと指宿火山群の景観 
本市は、南薩火山群の東部に位置し、指宿火山群と呼ばれ、開聞岳などの活火山を含む

多数の火山があります。 

なかでも、開聞岳は薩摩富士とも呼ばれ、標高924メートルの複成火山で、日本百名山

にもあげられています。 

このような地形条件も重なり、本市内各所に温泉が噴出しており、南シナ海に臨み、開

聞岳を一望できるヘルシーランド露天風呂「たまて箱温泉」は、伏目海岸、摺ヶ浜地区の

天然の砂むし温泉とともに、親しまれている温泉となっています。加えて、本市内には、

温泉蒸気の熱を利用して食材を加熱処理する鰻温泉のスメなどの独自の温泉文化が形成

されています。 

また、「魚見岳」は、岩肌荒々しい標高214.8メートルの山で、その山頂から錦江湾の

魚群を見つけ、漁に出たと言われ、知林ヶ島を眼下に展望することができる、本市の代表

的な景観の一つとなっています。 
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(3) 歴史や文化を語る景観 
本市内には、国指定史跡指宿橋牟礼川遺跡や水迫遺跡など、縄文時代から弥生時代を経

て現在に至る長い歴史を語る多くの遺跡があり、北東部に位置する今和泉地区には、島津

家別邸が置かれるなど歴史的な遺構も残っています。 

宮ヶ浜には、天保年間に薩摩藩主島津斉興が築かせた、浅瀬でも船を安全に停泊させる

ことのできる石造りの防波堤である捍海隄
かんかいてい

が残り、国登録有形文化財となっています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図表-４ 文化財等の分布図 
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(4) 自然公園・公園緑地等の景観 
本市の面積の34.08％が、霧島錦江湾国立公園地域に指定されています。 

優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民・県民の保健・

保養等に資することを目的とした制度で、本市内には、自然公園の区分に基づく５つの区

域、陸域5,072haが自然公園地域に指定されています。 

本市内の都市公園は、平成29年３月末現在で24箇所、136,890㎡が整備されています。 

また、竹山には、特別天然記念物に指定されたソテツ自生地があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表-５ 自然公園地域及び都市公園分布図 
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(5) 農地の景観 
本市の農地は、火山性の土壌や気候の特性を活かし、春の菜の花、可憐な花を咲かせる

そらまめやえんどう等の豆類、夏の陽ざしに映える黄色の花を咲かせるオクラなどが整然

と作付けされ、畑と大空とが一体となった雄大な農地の景観を呈しています。 

また、山間部の棚田は、周囲の山や丘の緑、湖水を背景に、周囲の景観と調和した物静

かな佇まいを保つ景観となっています。 

こうした農地の確保や保全、農業を支えるためにも、優良農地の確保と保全、そして効

果的な活用などの各施策の計画的実施を目的に、『指宿農業振興地域整備計画』が定めら

れています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

図表-６ 農業用地等指定分布図 
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(6) 主要道路の沿道景観  
本市には、国道226号と併せて本市から海上国道（山川・根占フェリー）で南大隅町を

経由して宮崎市に至る国道269号の２つの広域的な幹線道路が整備されています。 

また、県道岩本開聞線、県道指宿鹿児島インター線等の主要道路が整備されています。 

鹿児島市と南薩地域を繋ぐ交通体系の動脈であるＪＲ指宿枕崎線が通っており、各地域

特有の車窓風景を与えてくれる良好な沿道景観を形成しています。 

 

 

図表-７ 主要道路及び鉄道路線図 
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５つの将来都市像 
 

■安心できる質の高い農水産物を提供する南の「食料供給都市」 
消費者が安心して食べられる安全な農水産物等を安定的に生産・供給でき、付加価

値の高い産業としての農林水産業が発展する「食料供給都市」を目指します。 

 

■一次産品や温泉等の価値を多面的に活用した「健康産業都市」 
農林水産業や観光等の基幹産業の振興を図るとともに、健康食品や温泉医療等の健

康に関連する新産業の育成を進めることにより、物からサービスに至るまで、多種多

様な健康に関連する産業群が集積する「健康産業都市」を目指します。 

 

■温泉等の多彩な地域資源を活用する世界に誇れる「保養観光都市」 
温泉を核とする様々な地域資源を活用することにより、市民および観光客が心身と

もにリフレッシュでき、健康に過ごせる世界に誇れる「保養観光都市」を目指します。 

 

■豊かな自然環境と調和した街の魅力が輝く「生活充実都市」 
豊かな自然環境が住環境や街にうまく活用されたゆとりと潤いに満ちた生活空間の

中で、街の持つ利便性を同時に感じられる「生活充実都市」を目指します。 

 

■アジア等との交流・連携による世界に開かれた「国際共栄都市」 
アジアをはじめとした海外との経済・学術・文化・スポーツ・環境などの様々な分

野における交流・連携を図ることにより、世界に開かれた「国際共栄都市」を目指し

ます。 

３ 景観に関する既定計画の取り組み 
(1) 第二次指宿市総合振興計画 

本市の新しいまちづくりは、温泉や肥沃な大地等の恵まれた自然環境を守りながら、こ

れらが生み出す魅力ある「食」や「健康」を様々な分野に活かしていくことが重要である

と位置付け、すべての市民が健康で、ふるさとに愛と誇りを持ち、住んで良かったと思え

るまちづくりを進めるため、４つの基本理念を踏まえ、本市が目指す５つの将来都市像を

下記のとおり定めています。また、それらを総括し、代表する将来都市像として「豊かな

資源が織りなす食と健幸のまち」を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来都市像 

豊かな資源が織りなす食と健幸のまち 
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市が行うこと 

１．優れた景観の保護  

景観条例を制定し景観区域を設けるとともに、屋外広告物の規制を図ることで、
優れた景観の保護に努めます。また、本市内の海岸の環境保全および景観保護のた
め、海岸漂着物の回収処理を行います。 

２．景観意識の向上 

花いっぱい運動などの事業を継続し、景観意識の向上を図ります。また、自然あ
ふれる魅力あるまちを目指して、景観保全を目的とした事業を促進します。 

【景観形成に関連する将来像・具体的な施策】 

第二次指宿市総合振興計画において、景観形成に関連する将来像・具体的な施策として

掲げられている事項について、その一部を抜粋して以下に整理します。 

 

【社会基盤】利便性に優れた快適なまち 
■ 観光ロードの創出 

 

【生活環境】みんなでつくる“人”と“環境”にやさしいまち 
■ 景観保護の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が行うこと 

１．観光資源を生かした道路整備 

観光資源を生かした景観づくりに努めるとともに、それぞれの資源を結ぶ効率的な
道路整備に努めます。 

２．自然景観を生かした観光ロード整備 

九州自然歩道に指定されている開聞岳一周線等の早期整備など、観光資源を生かし

た地域の特性あふれる観光ロードの創出に努めます。 
３．ビューポイントの設定 

気軽に休憩できる場所としてビューポイントを設定し、本市に点在する自然景観や
観光資源の周知に努めます。 
４．案内標識の整備 

外国人をはじめ観光客にわかりやすく観光施設を案内できるよう、サイン整備に努
めます。 
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（４）都市景観形成の方針 
 

・本市の貴重な景観資源を財産として後世に残すため、景観法の主旨を踏まえながら景観計画

区域や景観地区の指定を検討し、景観資源の保全を図ります。  

・本市の豊かな山の緑、田園、緑地、海辺の緑については、指宿市民であることの誇りにつな

がる風景として、緑地の質や量の維持・保全に努めます。  

・豊かな自然、豊富な歴史・文化資源を活用し、生活にゆとりと潤いある都市空間の整備・充

実を図るとともに、都市のアイデンティティ※の形成につながる美しい都市・自然景観の保

全・形成を推進します。 

・市街地内及び市街地縁辺部に残存する緑地については、本市の豊かな歴史や文化を生かした

景観整備に努めるとともに、新たな保全・活用策について検討します。 

・生垣や花壇の設置等による緑化を推進し、花と緑に囲まれた、潤いある市街地の形成を図り

ます。  

・屋外広告物条例による広告物の適正化や市民との協働による違反広告物の除去など、良好な

景観形成に努めます。 

など 

その他、多くの方針が定められています。 

(2) 指宿市都市計画マスタープラン 
指宿市都市計画マスタープランでは、第４章全体構想「２都市づくりの基本方針《部門

別整備方針》」で、都市景観形成の方針として、次のような方針が掲げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※アイデンティティ：環境や時間の変化にかかわらず、同一のものであること。主体性。同一性。 
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(3) 都市地域の構成 
本市は、中央部の山地、池田湖及び鰻池を囲むように6,736ha(市域の45.3％)の都市計

画区域を設けており、うち645haに用途地域が指定されています。 

本市には、指宿、山川、開聞の３つの都市計画区域があります。 

 

図表-８ 都市地域構成図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市計画区域 

用途地域 

凡 例 
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４ 景観資源の抽出 
本市内に点在する景観資源を抽出するにあたり、自然景観景勝地、有形文化財、自然公園

区域、霧島錦江湾国立公園及びその海域公園区域、観光ポイント、景観まちづくりワークシ

ョップでの市民の方々からのご意見などをもとに下表に主な景観資源を抽出整理します。 

図表-９ 景観資源一覧 
図

番 
名称 所在地 概要 

1 開聞
かいもん

岳
だけ

 指宿市開聞十町 
 鹿児島県の薩摩半島の最南端に位置し、別名薩摩富士

とも呼ばれ、頂上から望む大パノラマは圧巻である。 

2 知
ち

林ヶ島
りんがしま

 指宿市西方 

 錦江湾に浮かぶ無人島で、干潮時には、長さ約800ｍの

砂の道（砂州）が出現し、知林ヶ島に歩いて渡ることが

できる。 

3 池田
い け だ

湖
こ

 指宿市池田 
 九州最大のカルデラ湖で、湖水は藍色に澄み、薩摩富

士と呼ばれる開聞岳の眺めが美しい。 

4 長崎
ながさき

鼻
ばな

 指宿市山川岡児ヶ水 

 薩摩半島の最先端に突き出た岬で西方には弓なりの砂

浜が続き、その端の開聞岳を望む。快晴時には、屋久島・

竹島・硫黄島も眺望できる。 

5 魚
うお

見
み

岳
だけ

 指宿市東方 
 山頂から魚の動向を見て漁に出かけたと言われる眺望

と、桜の名所としても有名である。 

6 鏡
かがみ

池
いけ

 指宿市開聞仙田 
 マール式火口湖で形は鏡のように丸く、その湖面に開

聞岳の姿が美しく映える。 

7 川尻
かわしり

海岸
かいがん

 指宿市開聞川尻 
 開聞岳から長崎鼻に続く海岸で、開聞岳と夕日の眺望

が格別である。 

8 入野物
いりのもっ

袋
て

海岸
かいがん

 指宿市開聞十町 
 開聞岳の西山麓に位置し、春から夏にかけては、キス

が釣れることでも知られる。 

9 伏目
ふ し め

海岸
かいがん

 指宿市山川福元 

 ソテツが自生する竹山の西側に位置する海岸で、海岸

にそびえる白い崖と白い砂浜の波打ち際では、約100℃の

温泉が湧き上がる。 

10 

鷲尾
わ し お

岳
だけ

 

(鷲尾
わ し お

の森
もり

自然
し ぜ ん

公園
こうえん

) 

指宿市山川大山 

 山頂から鰻池と池田湖を見下ろすことができ、長崎鼻、

開聞岳、大隅半島などの大パノラマが眺望できる。４月

には道路沿いに桜のトンネルができあがる。 

11 新永吉
しんながよし

の棚田
た な だ

 指宿市池田 

 石垣が積まれた郷愁を感じさせる棚田。その棚田の後

ろには池田湖や開聞岳が見え、その美しい風景は心をな

ごませてくれる。 

12 指宿駅
いぶすきえき

 指宿市湊 

 九州新幹線の全線開業に伴い、観光特急「指宿のたま

て箱」が運転を開始し、駅舎や駅前広場などが整備され

ている。 

13 西大山駅
にしおおやまえき

 指宿市山川大山 
 ＪＲの日本最南端の駅で、正面に臨む、別名「薩摩富

士」とも言われる開聞岳が目の前に迫る。 
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図 名称 所在地 概要 

14 唐
とう

船峡
せんきょう

 指宿市開聞十町 
 陥没した谷間に水が、日量10万トンの水が湧き出てい

る。流しそうめん発祥の地として有名である。 

15 摺ヶ
す り が

浜
はま

地区
ち く

 指宿市十二町 
 砂むし会館「砂楽」のある摺ヶ浜。海岸沿からの眺望

が格別である。 

16 
鰻
うなぎ

地区
ち く

 

（鰻
うなぎ

池
いけ

） 
指宿市山川成川 

 西郷さんの愛した温泉。湯けむりが昇る「スメ」、鰻

池の青い湖面とそれを囲む山々など、のどかな情景が広

がる。 

17 
山川
やまがわ

製塩
せいえん

 

工場
こうじょう

跡
あと

 
指宿市山川福元 

 温泉熱を利用した製塩事業が行われていた。塩田跡と

泉源が現存し、時代変遷を伝える価値の高い産業遺構で

ある。 

18 龍宮
りゅうぐう

神社
じんじゃ

 指宿市山川岡児ヶ水 

 長崎鼻の龍宮神社は、浦島太郎伝説地として豊玉姫（乙

姫様）が祀られ、朱塗りの社殿と開聞岳の眺望が目を引

く。 

19 枚聞
ひらきき

神社
じんじゃ

 指宿市開聞十町 

周囲の木々の緑に映える優雅な佇まいの総朱漆塗極彩

色の建物が目を引く。朱塗りの社殿は見事な雲龍の彫刻

柱がある。 

20 揖宿
いぶすき

神社
じんじゃ

 指宿市東方 

 楠の巨樹8株をはじめ、大銀杏・椋・那岐等の大樹が群

生する「揖宿神社の社叢」は鹿児島県天然記念物に指定

されている。 

21 不動山
ふどうさん

青
せい

隆寺
りゅうじ

 指宿市小牧 

 1990年7月29日、旧大師堂につくられた東寺真言宗不動

山青隆寺は比較的新しい寺社である。 

境内の美しい庭づくりが行われている。 

22 ソテツ自生地
じ せ い ち

 
指宿市山川福元 

指宿市山川岡児ヶ水 

 山川の竹山山麓はソテツの自生の北限地として天然記

念物に指定されている。 

背後の竹山を望む景観は独特なものがあり、霧島錦江湾

国立公園の第一種特別地域にも指定されている。 

23 

今
いま

和泉
い ず み

地区
ち く

 

（篤
あつ

姫
ひめ

ゆかり

の地
ち

） 

指宿市岩本 

 今和泉島津家別邸跡の石垣や町割、海岸側には、隼人

松原と呼ばれる松並木や防波堤の役割を持つ石垣などが

残っている。 
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図表-１０ 主な景観資源分布図 
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５ 景観形成の課題 
本市の現況、関連計画、アンケート集計結果、景観まちづくりワークショップ、地区・

地域及び景観資源の課題から景観要素の類型や特性を踏まえて、景観形成の課題を整理

します。 

図表-１１ 景観形成の課題 

区分 景観形成の課題 

自然景観 

山岳・丘陵地 

 開聞岳や池田湖など、火山カルデラの地形を残す山や
湖沼の環境保全と景観の維持・継承 

 竹山などの植生を保全 

湖沼  池田湖の水質環境等本質的な自然環境の維持保全対策 

海岸・河川 

 知林ヶ島など臨海部の眺望景観の保全 
 開聞岳を望む長崎鼻などの海岸地域の保全 
 砂むし風呂のある摺ヶ浜など海浜観光地域の形成を考
慮した景観整備 

 山川港などの港湾・漁港部の景観を形成 

歴史・文化景観 

 歴史的な神社仏閣の社叢等と一体的な保全による自然
と文化が融合した景観づくり 

 歴史景観資源の発掘とその維持保全による景観づくり 
 捍海堤や隼人松原など歴史的な海岸地域の保全 
 今和泉島津家屋敷の石垣や江戸時代の風情を残す町割
を活かした景観づくり 

 山川市街地の歴史的遺構景観の活用 

農地景観 

 棚田等の保全活用による次世代に残すことができる田
園景観づくり 

 開聞岳や竹山のふもとに広がる広大な農地景観などの
維持 

まちなみ景観 

市街地 

 指宿駅前や山川フェリーターミナルなどまちの玄関口
となる市街地のまちなみの保全・活用と周辺を含めた

まちなみ景観の形成 

 空家等の有効利用と市街地の景観づくり 
 本市らしさを表現したサインの整備 

温泉街 

（温泉地） 

 温泉街を歩く景観ルートの整備 
 鰻温泉のスメなどの生活景観の継承 
 地熱発電所の遠景と農地の調和 

山間地  尾下などの秘境集落の維持保全による景観の継承 
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区分 景観形成の課題 

公共施設景観 

道路 

 観光周遊ルートの修景による沿道景観づくり 
 海岸線や沿道の電柱・架線の整理・統合による景観の
整備 

 景観に配慮したフラワーロードなどの景観の道づくり 
 ビロウ等の南国ムードを感じさせる本市のシンボルロ
ードなど既存の取り組みと連動したロードサイドの景

観整備 

公園・緑地 

 長崎鼻などの臨海レクリエーション地区の魅力的な景
観の形成 

 自然公園地域における緑豊かな景観づくり 
 都市公園の有効活用と景観資源となる公園緑地の整備 

観光拠点の景観 

 観光客にも美観意識を啓発し、ごみや落書きなどのな
い景観づくり 

 本市独自の魅力を引き出す観光ルート景観づくり 
 温泉街の遊歩空間など魅力あるまちなみ景観整備 
 菜の花畑の景観の維持継承 

その他の景観 

 漂流ごみや不法投棄などによるごみの軽減対策 
 空き家や廃屋などの未管理となっている建築物の対策 
 農地や山林などの荒廃対策（遊休地活用） 
 看板などの規制 
 景観の維持・保全に向けた対策 
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第２章 指宿市の景観づくり 
６ 景観形成の理念と目標 
(1) 基本理念と将来像 

本市の景観を考えるにあたっては、山・湖・海・温泉・農地などの「自然環境」、遺

跡・社寺・祭りなど人々の係わりが地域の個性を育む「歴史的・文化的資源」を活か

し、景観まちづくりワークショップでも提言のあった「アロハのまちの景観づくり」

の基本理念となる３つのキーワードを掲げます。 

 

 

  
基本理念 

 

■「ぜいたくな資源を守る」景観づくり 

開聞岳、池田湖、魚見岳など、国立公園の自然景観を守るとともに、長い歴史や

文化、指宿砂むし温泉、スメ等の希少な資源を守りつつ、特徴的で魅力のある景観

を形成する。 

 

■「五感に訴える」景観づくり 

秘境(原風景)の佇まいや、あっとおどろく花畑(菜の花・ひまわり)など、ゆった

りとした時間の流れのなかで、風景と人が一体となって心と体がゆるむまちの景観

づくりに向け、やすらぎのある景観を形成する。 

 

■「南国 湯豊宿(ゆぶすき)」の景観づくり 

アロハのまち指宿は、南国ムードが漂う温泉リゾートとして多くの来訪者が訪れ

ています。 

指宿砂むし温泉をはじめ、本市内に点在する複数の公衆浴場は、各地域独自の風

情を残した温泉地を形成しています。また、まちの中では、アロハシャツを着た市

民を見かけるなど、「アロハ宣言のまち」ならではのファッションも、まちの景観

要素として活用するなど、南国指宿ならではの温泉リゾート景観を形成する。 
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い
ぶ
す
き
の
景
観 

第二次指宿市総合振興計画の将来都市像 

豊かな資源が織りなす食と健幸のまち 
５つの将来都市像 

「食料供給都市」「健康産業都市」「保養観光都市」「生活充実都市」「国際共栄都市」 

歴史・風土

文化・伝統

人々・暮らし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ほっと 感 いぶすき 

ホッとする指宿を世界がほっとかん！景観づくり 

いぶすきの景観を 

 守り 

 育み 

 直し 

 魅せて 

 繋ぐ 

ための様々な活動が 

『ほっと 感 いぶすき』

の景観まちづくり 

 人に(が)ほっとする 

 自然にほっとする 

 HOT な気候 

 温泉でほっとする 

 美味しいものでほっとする 

 良い所も悪い所もほっとかん 

 訪れた人をほっとかない 

景観のまちづくり将来像 
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(2) 景観形成の基本目標 
以下に景観特性や課題、さらには景観まちづくりワークショップで市民の方々から

のご提言も踏まえ、将来像の実現のため取り組む景観形成の基本目標を示します。 

 

 

  

景観形成の基本目標 
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７ 景観計画の区域 
本市は、薩摩・大隅両半島にまたがる指宿カルデラと呼ばれる火山群にあり、特徴的

な風景や温泉などの自然の恵みを活かし、「自然景観」「歴史・文化的景観」「まちなみ景

観」など多様な景観資源によって、それぞれの地域が構成されています。 

景観まちづくりワークショップで提言のあった「ほっと 感 いぶすき」の魅力を生

かす景観づくりは、このまちの成り立ちを踏まえ、“ほっといちゃいかん、ほっとかん風

景”を市民の共有意識として、南国指宿を具体的に次世代へ繋ぐ取り組みでもあります。 

景観計画は、地域の特性や課題に即して策定されることが大前提となっています。 

本市は開聞岳などの山から海岸線まで変化に富んだ地形を有し、南国の秘境と言われ

る集落地域や温泉旅館街など地域特性により、景観形成の課題は多岐に渡り、地域によ

って大きく異なります。よって、景観計画区域や区域内に定める基準の内容は、各地域

の特性に応じて運用する必要があります。 

市内各地域を構成する多様な景観要素が複層的に絡み合って形づくられている本市の

景観を「守り」、「育み」、「直し」、「魅せて」、「繋ぐ」ことをとおして景観形成を図る考

え方から、景観法第８条第２項第1号に規定する指宿市景観計画区域は次のとおりとし

ます。 

 

 

 

 

図表-１２ 位置及び指宿市景観計画区域 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

指宿市景観計画の区域は、市行政区域全域とします。 
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守る 育む 直す 魅せる 繋ぐ

８ 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針 
本市の景観は、この地に住む人々、訪れる人々が、本市内各地域の風景を認識し、

ふれあい、癒やされ、ほっとする体験を通して、本市の風土・風景を五感で感じ取る

ことができます。 

こうした景観をつくり出すためには、本市の景観を「守り」、景観づくりの意識を「育

み」、乱れた景観を「直し」、指宿らしい景観を「魅せて」、次世代に「繋ぐ」といった

５つのキーワードに表される継続的な取り組みが前提となります。 

 

 

 

(1) 景観形成の基本的方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○秘境としての佇まいを大切にし、こころ癒やされる景観を守ります。 

○開聞岳、池田湖、鰻池など火山カルデラ地形が織りなす景観を守ります。 

○池田湖、鰻池の水質など環境保全・浄化などの対策も考えた景観を維持していき

ます。 

○指宿砂むし温泉、スメなどの希少な温泉資源とその歴史や文化を守る風景を守り

ます。 

○開聞岳のふもとに広がる広大な農地や、新永吉、尾下の棚田などの農村景観を守

ります。 

○歴史・文化・景観的に貴重な巨木や樹林などは、地区の景観を先導し趣のある景

観を形成する要素として維持・保全に努めます。 
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○指宿を知り、情報を発信し、皆で継続的に議論していく景観づくりを行います。 

○指宿各地域の風土と生活感が人々の五感に訴える景観づくりを行います。 

○南国指宿のまちの個性を活かし、アロハシャツを着て過ごしたくなるまちなみを

育てます。 

○市民や事業者が、指宿らしい景観を理解し、よりよい景観まちづくりを行う意識

を育んでいくために、周知・学習・行動する機会を提供していきます。 

○地域ウォーキングロードに合わせた標識、街路灯、休憩所などに合わせた景観を

考えていけるようパンフレット等での啓発活動に努めます。 

○外国人に人気がある観光地などの情報をより効果的に活用し、魅力の後押しとな

る景観づくりを図るとともに、積極的な情報配信に取り組みます。

○指宿駅など商業の活性化とともに、歩行者空間の改善、ファサードの魅力化など

商業空間としての賑わいのある魅力的なまちなみ景観の形成を図ります。 

○温泉街をそぞろ歩いて楽しい市街地の景観づくりを進めます。

○案内看板・サインなど適切な規制・誘導を行い、地区周辺と調和する施設の景観

づくりに努めます。

○南国ムードを感じることのできる景観づくりに向け、幹線道路沿道の土地利用や

植樹などに配慮した沿道修景に努めます。
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○風景は歴史をとおして感じるもので、また風土は文化をとおして読み取れるもの

と捉え, 日々の取り組みをとおし、未来に繋ぐ、景観づくりに取り組みます。 

○アロハシャツを着て過ごしたくなるまちづくりなど、今後とも継続してまちぐる

みで取り組む本市の政策を次世代に継承していきます。 

○指宿、山川、開聞と３つの都市計画区域を繋ぐ景観ネットワークの形成に努めま

す。 

○山川港や指宿港周辺の魅力と賑わいのある港町、港湾街区の景観づくりとともに、

海の玄関口を繋ぐロード景観づくりに努めます。

○指宿温泉らしい景観を創り、都市に個性を与えるために、まちの活性化やイベン

トなどの取り組みに努めます。 

○市のシンボルロード（ビロウ）などの取り組みに合わせ、沿道建築物まで一体と

なったストリート景観づくりに努めます。 

○臨海部の身近に感じる海浜や史跡等を考慮した街区整備など、歴史や暮らしを伝

え、地域の風景の再生を図る中で、独自の景観づくりを進めていきます。
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(2) 景観類型の整理と景観形成方針 
景観計画区域内（市域全体）を地形や土地利用等による特性に応じた景観類型（景

観形成ゾーン、景観エリア、景観形成軸）に区分し、その方針を整理します。 

まず、景観形成ゾーンとして、開聞岳・長崎鼻・竹山景観ゾーン、池田湖・鰻池・

開聞岳景観ゾーン、指宿温泉景観ゾーン、山川港臨海景観ゾーンの４つの景観ゾーン

に分けて方針を検討します。なお、指宿温泉景観ゾーンについては、そのゾーンを構

成する要素を地区に細分化し整理します。 

また、景観エリアは、農地景観エリア、森林景観エリア、温泉景観エリア、漁港景

観エリアに分けて方針を検討します。 

さらに、景観軸として、火山カルデラ自然景観形成軸、臨海景観形成軸、沿道景観

形成軸に分けてそれぞれネットワーク形成方針を検討します。 

 

ア 景観形成ゾーン 

(ｱ) 開聞岳・長崎鼻・竹山景観ゾーン 

薩摩半島の最南端にある開聞岳から長崎鼻、竹山にかけては、雄大な眺望景

観※が形成されているゾーンです。 

このため、ランドマークとなる開聞岳の眺望を活かし、開聞岳のふもとに広

がる農地や地熱発電施設から立ち昇るけむりなど、地域の産業活動と一体とな

った独自の景観形成に努めます。 

※眺望景観：視点場（展望台など）等の特定の眺望点から特定の景観資源を眺める景観。 
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(ｲ) 池田湖・鰻池・開聞岳景観ゾーン 
九州地方最大のカルデラ湖である池田湖や鰻池等の水質改善とともに、湖岸

に佇む新永吉集落や尾下集落の景観や棚田の荒廃を避けるため、棚田や農用地

の保全を図り、池田湖や鰻池周辺の囲繞
いじょう

景観※の維持を図るゾーンです。 

また、鰻池は周辺の樹林環境を保全するとともに、鰻温泉地区の集落景観、

スメの景観を損なうことのないよう、保全と修景による景観整備を図ります。 

さらに、これらの囲繞景観と開聞岳の眺望景観とが複層的な効果をもたらす

奥行きのある景観が形成されている地域であるため、観光と連携したグリーン

ツーリズム等の新たな市民参加型の地域活性化策などとの連携を検討し、新永

吉、尾下の棚田など農用地と一体となった保全型の景観形成に努めます。 
 

※囲繞景観：山々に囲まれた湖や盆地等の景観、中山間地の棚田や農家が散在する景観など、身

近な身のまわりの景観。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ｳ) 指宿温泉景観ゾーン 
 ① 魚見岳、知林ヶ島地区 

錦江湾に面する魚見岳と知林ヶ島は、海を隔てて大隅半島を望むロケーショ

ンとともに、その自然景観の維持に努めます。 

また、魚見岳の桜など、市民に愛され市民との協働による景観の維持管理に

努めます。 
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 ② 指宿駅前地区 
指宿駅前及び駅前から摺ヶ浜に向かう中央通り商店街の活性化とともに、沿

道のファサード※景観整備など、魅力的な商業空間として賑わいのあるまちなみ

景観の形成を図ります。 

また、「いぶすき たべ歩き・まち歩き」などの裏通りや路地裏の散策コース

などの整備に合わせたまちなみ景観づくりに努めます。 

※ファサード：建物の正面部分のこと。 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 ③ 摺ケ浜地区 

指宿駅東に位置する摺ケ浜は、指宿温泉の代名詞とも言える砂むし温泉のあ

る風景であり、温泉宿泊施設が立地する県道下里湊宮ヶ浜線沿道景観について

は、指宿駅前及び中央通りと併せて、沿道街区の修景整備に努めます。 

表通りから一歩入り込んだ、温泉街の裏通りなど、浴衣がけで歩いて楽しめ

る景観整備を検討していきます。 
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 ④ 今和泉・宮ヶ浜地区 
錦江湾と桜島を望む海岸沿いにある「宮ヶ浜」には、天保年間に第27代薩摩

藩主島津斉興公によって築かれた捍海隄があり、国登録有形文化財に指定され

ています。 

また、今和泉地区は、今和泉島津家屋敷の石垣・隼人松原等が残り、これら

の歴史的遺構と錦江湾に面する松原の景観を維持保全していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｴ) 山川港臨海景観ゾーン 
古くから薩摩の海の玄関として利用され「鶴の港」とも呼ばれてきた山川港

は、現在もフェリーターミナルがあり、本市の海の玄関口としての景観づくり

を検討していきます。 

海上からみる山川港湾の眺望やフェリーターミナルなど魅力的なウォーター

フロント整備にも配慮した景観づくりも必要です。 

また、市街地に残る地頭仮屋跡（山川庁舎）の石塀や社寺等歴史的遺構を活

かした街区の景観づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

 

図表-１３ 景観形成のゾーニング図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 景観エリア 

(ｱ) 農地景観エリア 

菜の花と開聞岳が青空に映える早春の風景は、本市の象徴的な景観のひとつでも

あり、農地とその背景となる開聞岳や竹山を望む農地景観の維持保全に努めます。 

(ｲ) 森林景観エリア 

豊かな自然を抱く山々の自然環境の保全するために、森林環境の維持管理に努

め、遠景となる山なみ景観の保全を図ります。 

(ｳ) 温泉景観エリア 

建物が阻害要因とならないように空家等の適正な管理を含め、指宿温泉街での

散策や湯けむり景観の創出等、温泉資源を活かした賑わいのある景観整備に努め

ます。 
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(ｴ) 漁港景観エリア 

山川漁港は、鰹漁業を中心とした水産業が盛んな漁港でもあり、漁港ならで

はの風情があり、漁港周辺の景観の維持に努めます。 

また、海上を含め、各眺望点からの景観を意識し、どのように見えるかを十

分に検討しながら、魅力的なウォーターフロント景観を創りだしていきます。 

 

図表-１４ 景観エリア図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 景観形成軸 

(ｱ) 火山カルデラ自然景観形成軸 

本市の地形は、薩摩半島南部と大隅半島南部に分布する阿多南部カルデラ上に

あり、開聞岳、鷲尾岳、清見岳など指宿火山群と呼ばれる火山と指宿温泉をはじ

めとする温泉のある特徴的な立地条件から形成される自然景観を守り、それぞれ

が良好な景観を維持するための資源としていきます。 

今和泉漁港 

鰻地区 

二月田地区 

伏目地区 

脇浦漁港 

川尻漁港 

児ヶ水漁港 

山川漁港 

指宿駅前地区 

摺ヶ浜地区 
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(ｲ) 臨海景観形成軸 

憩いの場となる自然海岸を保全するとともに、長崎鼻や知林ヶ島など眺望の利

く景観を生かした個性的な海辺景観の創出に努めます。 

また、隼人松原、知林ヶ島、魚見岳、開聞岳や竹山などの緑と、山川港湾を含

めたウォーターフロントの連続性のある臨海景観軸形成を図ります。 

海上から見る臨海部の建物や緑に配慮した魅力のあるシーサイド景観づくりを

検討していきます。 

(ｳ) 沿道景観形成軸 

広域的なアクセス道路や観光ルートとなる国道226号及び本市へのアクセスゲ

ートや岩本開聞線等の沿道は、適正に管理されていない空家等の景観を阻害する

建物等の対策を図り、サイン計画を進め、魅力ある沿道景観の形成を図ります。 

特に、指宿駅周辺においては、本市の玄関口として、また賑わいのある交流拠

点としての沿道景観の形成を図るとともに、ＪＲ指宿枕崎線沿線の景観形成を図

ります。 

図表-１５ 景観形成軸の概念図 
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図表-１６ 景観形成方針図 
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９ 良好な景観の形成のための行為の制限 
景観計画区域内の市街地、住宅地や集落地、農地などの人為的につくられる景観は、

土地の開発や建築行為が積み重なって形成されていくもので、景観形成に大きな影響を

もたらします。 

豊かな自然景観や優れた眺望景観を維持保全し、良好な景観を図っていくため、景観

の形成や保全に大きな影響を与える一定規模以上の土地の開発や建築物等の行為に関し

て一定のルールを定め、豊かな自然景観と活力ある都市景観が調和した、秩序ある景観

の誘導を図っていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 規模要件に係る地域の設定 
規模要件に係る地域については、以下に示す景観特性に沿った４つの地域を設定し

ます。 

規模要件に関する地域 概  要 

自然景観地域 
・都市計画区域外もしくは、森林法等による土地利用で

あり、建築物等の建築の規制はほとんどない地域 

市街地景観地域 ・用途地域に指定される地域 

 温泉街景観地域 ・指宿温泉市街地 

農地景観地域 

・都市計画区域外もしくは、農業振興地域の整備に関す

る法律による土地利用であり、建築物等の建築の規制

はほとんどない地域 

沿道景観地域 

・国道226号沿道地区（道路の側端から20ｍの区域） 

・県道下里湊宮ヶ浜線沿道 

・指宿駅から県道下里湊宮ヶ浜線沿道指宿駅前入口交差

点までの沿道 

・県道岩本開聞線、県道長崎鼻公園開聞線、県道川尻浦

山川線の沿道 

建築物・工作物等の行為の制限に関する基本方針 

○まちなみ景観の大きな要素である建築物や工作物について、良好な景観

を形成するために必要な行為の制限を行い、適切な規制・誘導に努めま

す。 

○良好な景観の形成に向けて、周辺の景観の状況を把握し、地域の歴史や

文化などこれまでの地域の成り立ちや変遷を考慮したうえで、建築物及

び工作物の配置、規模、形態意匠などについて、地域全体として調和の

とれたものとなるよう努めます。 
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図表-１７ 規模要件に関する地域設定図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
都市計画区域
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(2) 建築物の建築等 
 

 

 

 

 

届出対象とする範囲 

 

 

 

 

建築物の建築等に関する届出対象範囲 

自然景観地域 

市街地景観地域 

農地景観地域 

沿道景観地域 

高さ10ｍを超えるもの、又は建築面積500㎡以上 

 

景観形成基準 

 

 

 

建築物の建築等に関する行為の基準 

基本的事項 

・遠景の山・丘陵・海の景観に対して、展望台、道路、公園・広場等

の公共施設の眺望点からの眺望を損なわないものとします。 

・本市の景観の良さを損なうことのない形状・素材・工法・色彩に配

慮した建築意匠とすることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは

模様替え又は色彩の変更 

○良好な景観や居住環境を保全・創出するため、本市全域を対象とし地域の景観特性に沿った

自然景観地域、市街地景観地域（温泉街景観地域を含む）、農地景観地域、沿道景観地域の

４つの地域において、景観に与える影響の大きな建築物に限って届出対象とします。 

○届出対象となる建築物は、良好な都市景観や自然景観など周囲に調和したものとし

ます。 

コンクリー

トブロック

塀は無機質

で、閉鎖的

な沿道景観

になりま

す。 

自然石の基

壇に生垣を

施すことで

潤いのある

沿道景観が

創出されま

す。 
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長大な建築物等
は、周辺の景観
に威圧感を与え
るとともに、背
景の山並みを遮
断してしまいま
す。 

建築物等の分棟
とともに、高さ
を変化させるこ
とで、ボリュー
ム感や圧迫感を
軽減することが
できます。 

建築物の建築等に関する行為の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の配置・形状及び

意匠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・遠景の山・丘陵・海の景観に対して、展望台、道路、公園・広場等

の公共施設の眺望点からの眺望を損なわないような建築物等の配

置及び形状とすることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・周囲の状況に対し、建築物の威圧感や巨大感を和らげるため、建築

意匠、形状等に配慮し、周辺と調和のとれた景観形成を図ることと

します。 

・既存のまちなみ形成地域は、まちなみとの調和や連続性に配慮した

配置及び形状とするよう工夫することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大規模な連続した壁面は避けるなど、周囲の景観に配慮した規模と

するよう工夫することとします。 

 

 

 

 

 

 

・１階部分は、まちなみのゆとりや開放感及び連続性を高めるように、

セットバック等の形態に配慮することとします。 

大規模な連続する壁面は、ファサードの分節化などデザインを工夫するこ

とにより、圧迫感や威圧感を軽減し、表情のある街なみ景観を形成します。

歴史的な建造物等に近接する場合、周辺との景観に配慮し、建築物等の高
さを低く抑えるとともに、道路境界線からのセットバック、屋根に勾配を
つけ瓦葺きとするなどの工夫により、歴史的景観を保全します。 
また、植栽等の修景により、良好なまちなみ景観が形成されます。 
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建築物の建築等に関する行為の基準 

 

 

 

 

 

 

建築物の配置・形状及び

意匠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素材・色彩 

・建築物の材料は、周囲のまちなみとの素材感の調和を図るとともに、

景観的特長形成に資する素材を用いることとします。 

・山の緑や海浜部の眺望を妨げることのないよう、まちなみの景観に

調和した落ち着きのある素材・色彩とすることとします。 

・基調となる色は彩度の低いものとし、彩度の高い色彩の使用は避け、

周囲の景観及びまちなみとの調和に配慮することとします。 

・やむを得ず彩度の高い色彩を使用する場合は、アクセントカラー程

度にとどめるよう工夫することとします。 

外 構 

・敷地内の空地の確保や、樹木や花等による緑化を図ることとします。 

・塀などを設ける場合は、まちなみ景観の向上に資するように配慮す

ることとします。また、石積みや生垣など地域のまちなみを意識し

た素材を使用するよう工夫することとします。 

・駐車場は、樹木や花等の緑化による修景を図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植栽による修景により、道路から駐車場の車が見えるのを少なくします。 

 

歴史的建造物の周辺に

おいて、建物の屋根形

状や建築物等のセット

バックなどにより、歴

史的建造物周辺の調和

に配慮した景観づくり

が考えられます。 

また、植栽による道路

側の修景を行うことに

より、威圧感や突出感

を軽減し、落ち着きの

ある景観づくりが期待

できます。 

歴史的建造物等 

歴史的建造物等 

景観に配慮を要

する対象建築物 

景観に配慮を要

する対象建築物 
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(3) 工作物の建設等 
 

 

 

届出対象とする範囲 

 

 

 

 

 

工作物の建設等に関する届出対象範囲 

塔状工作物類 

市街地景観地域、自然景観地域、農地

景観地域 
高さ15ｍを超えるもの 

沿道景観地域 高さ13ｍを超えるもの 

遊戯施設類 

市街地景観地域、自然景観地域、農地

景観地域 
高さ15ｍを超えるもの 

沿道景観地域 高さ13ｍを超えるもの 

製造施設、貯蔵

施設、処理施設 

市街地景観地域、自然景観地域、農地

景観地域 

高さ15ｍを超えるもの、 

又は築造面積500㎡以上 

沿道景観地域 
高さ13ｍを超えるもの、 

又は築造面積500㎡以上 

擁壁類 
市街地景観地域、自然景観地域、農地

景観地域、沿道景観地域 
高さ3ｍを超えるもの 

 

  

工作物の建設、築造、又は外観を変更することとなる形状若しくは色彩の変更 

工作物はその用途に応じ、形状は多岐にわたります。本市全域を対象とし地域の

景観特性に沿った自然景観地域、市街地景観地域（温泉街景観地域を含む）、農地

景観地域、沿道景観地域の４つの地域に分け、景観に与える影響の大きい工作物を

届出対象とします。 
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景観形成基準 

 

 

工作物の建設等に関する行為の基準 

基本的事項 

・遠景の山・丘陵・海の景観に対して、展望台、道路、公園・広場等の公共施

設の眺望点からの眺望を損なわないものとすることとします。 

・まちなみ景観及び地域の特性に配慮し、良好な景観形成に資するものとする

こととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作物の配

置・形状及

び意匠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・遠景の山・丘陵・海の景観に対して、展望台、道路、公園・広場等の公共施

設の眺望点からの眺望を損なわないような工作物の配置及び形状とするこ

ととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・既存の地形や樹木等の景観要素を阻害しない配置とすることとします。 

・工作物の巨大感を和らげるため、分節化を行うなど、景観に与える威圧感の

軽減を図ることとします。 

・配置、高さ及びデザインは周囲のまちなみ等周辺環境との調和を図ることと

します。 

届出対象となる工作物は、周囲のまちなみ景観と調和したものとします。 

突
出
し
た
塔
状
工
作
物
は
、
連
続
す

る
山
並
み
景
観
を
遮
断
し
て
し
ま

い
ま
す
。 

地
形
等
を
活
か
す
と
と
も
に
、
高
さ
や
配

置
を
工
夫
し
て
、
主
要
な
眺
望
点
か
ら
の

眺
望
を
損
な
わ
な
い
よ
う
配
慮
し
ま
す
。 
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道路の近くに工作物を配置すると、

沿道に威圧感を与えてしまいます。 

道路境界線からセットバックし

て工作物を配置し、空地に植栽

帯を設けることで、威圧感を軽

減することができます。 

工作物の建設等に関する行為の基準 

 

 

 

 

 

工作物の配

置・形状及

び意匠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

素材・色彩 

・周囲のまちなみとの調和した素材とするよう配慮するとともに、景観的特長

を踏まえた素材を用いることとします。 

・周囲の山の緑やまちなみの景観に調和した落ち着きのある素材・色彩とする

こととします。 

・基調となる色は彩度の低いものとし、彩度の高い色彩の使用は避け、周囲の

景観及びまちなみとの調和に配慮することとします。やむを得ず彩度の高い

色彩を使用する場合は、アクセントカラー程度にとどめるよう工夫すること

とします。 

外構 

・地域の景観に配慮し、緑化を図ることとします。擁壁類は、直擁壁は原則と

して避け、石積擁壁や自然の素材（化粧型枠等）を用い、前面を植栽やつる

植物で覆うなどの配慮をすることとします。 

・柵などを設ける場合は、まちなみ景観の向上に資するように配慮することと

します。また、石積みや生垣など地域のまちなみを意識した素材の使用を進

めることとします。 

・景観を損なわないよう電柱類の設置や架線に配慮することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柵・塀を道路境界から後退させ、その空地を積極的に修景緑化することで開放

的で潤いのある街なみ景観が形成できます。 
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(4) 開発行為 
 

 

 

届出対象とする範囲 

 

 

 

 

開発行為に関する届出対象範囲 

自然景観地域、農地景観地域（都市計画区域外の場合） 

沿道景観地域（都市計画区域外） 
面積10,000㎡以上 

市街地景観地域（温泉街景観地域を含む） 

沿道景観地域（都市計画区域内） 
面積3,000㎡以上 

 
景観形成基準 

 

 

 

 

 

開発行為に関する行為の基準 

・開発後の土地の地貌及び景観が、周囲の景観と著しく不調和とならないこととします。 

・地貌を大きく変化させる連続した法面を生じる切り盛りを避け、既存の地貌を著しく変更され

るものでないこととします。 

・開発の区域内部や周囲に、既存の樹木樹林や他の自然要素を残す区域を積極的に設け、周囲の

景観との調和を図るとともに、既存の景観の維持を図ることとします。 

・開発区域内はできるだけ緑化に努めるとともに、湯けむり等の優れた景観資源の周辺において

は、背景としての効果に配慮した緑化を図ることとします。 

・法面を生じた場合は、樹木等により隠ぺいを図り、周囲の景観への影響の低減方策を工夫する

こととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発が地域の眺望景観に及ぼす景観上の影響を抑えるため、周囲の景観になじむものとするよ

うに努めます。 

人工的な構造物の突出感や違和感を軽減し、空間にうるおいと安らぎを与えるため、開発区域

内やその周辺の緑の保全及び緑化に努めます。 

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為 

開発行為は景観に与える影響が多大である為、市全域を対象とし地域の景観特性に沿った自然

景観地域、市街地景観地域（温泉街景観地域を含む）、農地景観地域、沿道景観地域の４つの地

域に分け、下記に該当するものを届出対象とします。 

既存の地形を利用して法面や擁壁の縮小化を図るとともに、眺望に配慮するため、山の稜線や法面頂部付

近では既存樹木の保全に努めます。 
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(5) 土石類の採取 
 

届出対象とする範囲 

 

 

 

 

 

 

 

景観形成基準 

 

 

土石類の採取に関する行為の基準 

・採取中及び採取後の土地の地貌及び景観が、周囲の景観と著しく不調和とならないこととし

ます。 

・土石の採取の場所は、道路等の公共の場所から目立ちにくいよう、できる限り採取の位置や

方法を工夫するとともに、周囲に植栽等を配置することにより背景の景観や周辺景観への影

響を低減するよう努めることとします。 

・変更は、最小限のものとし、既存の地貌を著しく変更されるものでないこととします。 

・稜線や行為の結果生じる法面及び頂部などの眺望景観上重要な部分においては、既存の地貌・

樹木の保全を図ることとします。 

・法面を生じた場合は、樹木等により周囲の景観への影響を低減するよう配慮することとしま

す。 

・採取後は、周辺及び地域に生育する樹種を基本とした緑化を行い、自然環境及び景観の復元

を図ることとします。 

・採取区域のうち、周辺部から特に目立つ位置などは、既存樹木の保全や緑化などの工夫をす

ることとします。 

 

  

土石類の採取に関する届出対象範囲 

採取面積3,000 ㎡以上、又は３ｍを超える法面を生じるもの 

地域の景観に及ぼす景観上の影響を抑制するように努めます。 

土石類の採取については、地域の景観に与える影響が大きい行為であり、採取前と採取後で

地貌及び景観が大きく変化することを防ぐため、市全域を対象とし、下記に該当するものを届

出対象とします。 
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(6) 屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積に
関する行為 

 

届出対象とする範囲 

 

 

 

 

屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積に関する届出対象範囲 

物件の堆積に係る土地の面積が1,000㎡以上、又はその高さが5ｍを超えるもの 
 

 

景観形成基準 

 

 

屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積に関する行為の基準 

・屋外における物件の堆積は、景観に与える影響が大きい上に、比較的管理者が無人の場合が

多く、眺望景観への影響を抑えるとともに、周辺の景観との調和に配慮することとします。 

・道路、公園等の公共施設等からの視界に配慮し、できる限り目立ちにくい位置及び規模とす

るとともに、整然とした集積又は貯蔵とします。 

・周辺を遮へいするなど、公共施設等から直接望見できないよう工夫することとします。 

・遮へいする場合は、植栽又は垣根等の自然素材を使用し、背景の景観や周辺景観との調和に

配慮することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

眺望景観への影響を抑えるとともに、周辺の景観との調和に配慮するように努めます。 

屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積については、地域の景観に与える

影響が大きい行為であり、採取前と採取後で地貌及び景観が大きく変化することを防ぐため、

市全域を対象とし、下記に該当するものを届出対象とします。 

道路付近の堆積物は、周辺の

景観を阻害します。 

適切な配置と塀や緑化により

堆積物を遮へいします。 
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(7) 木竹の伐採に関する行為の制限 
 

届出対象とする範囲 

 

 

 

 

 
 
 

 

景観形成基準 

 

 

 

木竹の伐採に関する行為に関する行為の基準 

・道路、公園等の公共施設等からの視界に配慮し、できる限り目立ちにくい位置及び規模とす

るとともに、整然とした集積又は貯蔵とすることとします。 

・周辺を遮へいするなど、公共施設等から直接望見できないよう工夫することとします。 

・遮へいする場合は、植栽又は垣根等の自然素材を使用し、背景の景観や周辺景観との調和に

配慮することとします。 

 

  

木竹の伐採に関する行為の届出対象範囲 

択伐率80％以上とし、伐採面積が3,000㎡以上の行為 

伐採後に山肌が露出し、景観に与える影響を考慮することとし、目的に応じた伐採が必要

最小限のものとなるよう工夫します。 

木竹の伐採に関する行為の制限については、地域の景観に与える影響が大きい行為であ

り、採取前と採取後で地貌及び景観が大きく変化することを防ぐため、市全域を対象とし、下

記に該当するものを届出対象とします。 
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(8) 太陽光発電設備の設置に関する行為の制限 
届出対象とする範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

太陽光発電設備の設置に関する行為の届出対象範囲 

○建築物の屋根・屋上に設置する場合は、高さ13ｍ又は建築面積1,000㎡を超える

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは

模様替え又は色彩の変更に伴い設置するものとします。 

○建築物の屋根・屋上に設置する場合で、太陽電池モジュール（パネル）の設置面積

の合計が1,000㎡を超えるものとします。 

○土地に自立して設置する場合は、太陽電池モジュール（パネル）の設置面積の合計

が1,000㎡を超えるものとします。 
 

景観形成基準 

 

 

 

太陽光発電設備の設置に関する行為の基準 

■建築物の屋根・屋上に設置する場合 

・勾配屋根に設置する場合は、太陽光発電設備の最上部が当該建築物の棟を超えないものとし、

屋根と一体化させるよう配慮することとします。 

・陸屋根に設置する場合は、太陽光発電設備の最上部を可能な限り低くし、建築物と一体化さ

せるよう配慮するとともに、それが困難な場合は、ルーバー等により遮へいするなど、容易

に見えないよう工夫することとします。 

 

 

 

 

 

 

○景観に与える影響が大きいため、眺望景観への影響を抑えるとともに、周辺の景観

との調和に配慮します。 

太陽光発電設備の設置に関する行為は景観に与える影響が多大である為、市全域を

対象とし、下記に該当するものを届出対象とします。 

○建築物の屋根・屋上に設置する場合は、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更に伴い設置する

ものを届出対象とします。 

○太陽電池モジュール（パネル）を建築物の屋根・屋上に設置する場合は、届出対象

とします。 

○太陽電池モジュール（パネル）を土地に自立して設置する場合は、届出対象としま

す。 
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■土地に自立して設置する場合 

・太陽光発電設備の最上部は、可能な限り低くし、周囲の景観から突出しないよう工夫するこ

ととします。 

・尾根線上、斜面地、高台又は棚田周辺での設置はできる限り避けることとします。 

・周辺の景観へ影響のあるものは、敷地境界から可能な限り後退し、植栽で目隠しするなど、

容易に見えないよう工夫することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 届出対象行為の適用除外 
景観法第16条第７項各号に基づき、景観計画区域内における届出の適用除外となる

行為について、届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為、非常災害

のため必要な応急措置として行う行為などが規定されています。  
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 周辺地域の良好な景観を特徴づける建造物 

 地域の自然や歴史、文化の特性を表している建造物 

 すぐれた建築意匠や高度な技術が使われている建造物 

 地域の自然、歴史、文化、生活などから見て、地域の伝統的な様式を継承して

いる建造物 

 街角やアイストップに位置するなど、地域の景観形成に取り組む上で先導的な

役割を持つ建造物 

 指宿市観光拠点となっている建造物 

 市民に親しまれ、愛されている建造物 

10 景観重要建造物・景観重要樹木の指定方針 
(1) 景観重要建造物の指定方針 

景観重要建造物とは、建造物自体の歴史的価値や文化的価値を問うものではなく、

地域の景観特性を踏まえた上で、所有者の意見を尊重し、景観上重要な建築物、工作

物を市長が指定します。 

景観重要建造物に指定されると、増築や改築、移転や除去、外観を変更することと

なる修繕、模様替え、色彩の変更の際は市長の許可が必要となります。 

また、条例を定めることにより防火などの外観に係る部分について、建築規制の緩

和や相続税の優遇措置など、建築基準法上の特例や税制による支援を受けることもで

きます。 

本市では、以下のような観点から選定及び指定を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対象とならない重要建造物 

・特別史跡、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物並びに史跡名勝天然記念物とし

て、指定又は仮指定されているもの。 

 

今後は、本市内に点在する歴史的又は文化的建造物の中から、上記のような指定方

針に沿って建造物を抽出し、所有者や地域住民等の意見を聴くなど、総合的に検討・

指定していきます。 
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 地域の自然や歴史、文化の特性を表しているもの 

 地域のシンボルとなっているもの 

 樹齢、樹姿等からみて景観上優れているもの 

 市民に親しまれ、愛されているもの 

(2) 景観重要樹木の指定方針 
景観重要樹木は、地域の景観上重要な樹木を所有者の意向を加味して市長が指定し

ます。景観重要樹木に指定された場合は、現状変更についての許可が必要となり、管

理行為の具体的内容については条例を定め、その基準に沿って許可や命令、勧告を行

うことができます。また、市や景観整備機構と所有者が管理協定を締結して管理をす

ることも可能となります。 

今後は、以下に示す指定方針に沿って樹木を抽出し、地域の自然や文化などからみ

て、樹姿が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものに

ついて、所有者や地域住民等の意見を聴き、総合的に検討・指定していきます。 

 

 

 

 

※対象とならない重要樹木 

・特別史跡名勝天然記念物並びに史跡名勝天然記念物として、指定又は仮指定され

ているもの。 
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11 景観重要公共施設の整備 
道路、河川、都市公園等の公共施設は、建築物、工作物、屋外広告物、農地、森林等と

ともに、地域の景観を構成する重要な要素の一つです。 

これらの公共施設は、市民、来訪者を問わず多くの人が利用する空間であるとともに地

域の景観に対して大きな影響を与えます。 

本市は、良好な景観の形成に重要な公共施設を「景観重要公共施設」とし、良好な景観

形成のために重要な公共施設については、公共施設管理者との協議・同意に基づき、景観

重要公共施設に指定することができます。 

(1) 景観重要公共施設の対象 
景観重要公共施設の対象は以下のとおりです。 

ア 道路法による道路 

イ 河川法による河川 

ウ 都市公園法による都市公園 

エ 海岸保全区域等（海岸法第２条第３項に規定する海岸保全区域等）に係る海岸 

オ 港湾法による港湾 

カ 漁港漁場整備法による漁港 

キ 自然公園法による公園事業に係る施設 

ク 津波防災地域づくりに関する法律による津波防護施設 

ケ その他政令で定める公共施設 

これらのうち、良好な景観形成のために重要な公共施設の質を向上、改善を行うこ

とで、本市らしい良好な景観形成を目指すこととします。 

また、公共施設管理者は、市に対し、景観計画に「整備に関する事項」や「占用等

の許可の基準」を定めることを要請することができます。 

(2) 指定の方針 
今後、下記のア～エに該当するものを景観重要公共施設として検討をしていきます。 

ア 広域景観の骨格となっている公共施設 

イ 本市の玄関口となる公共施設 

ウ 本市の特徴を表している公共施設 

エ 本市にふさわしい魅力ある景観形成が必要な公共施設 

 

12 屋外広告物の表示等に関する基本方針 
屋外広告物については、本市の景観類型ごとの特性と調和した表示に努めることが重

要で、景観を阻害しない統一感のある屋外広告物の表示に努める必要があります。 

現在本市では、指宿市屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物の

掲出について定めています。 
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景観形成重点地区の候補地域 

景観地区 

…都市計画区域  

景観地区 

景観計画区域内でかつ都市計画区域内

で定められる都市計画で決定する地区 

準景観地区 

景観計画区域内で都市計画区域外の景

観計画区域 

景観形成重点地区 

景観計画区域全てを対象に、景観計画

で定める地区 

準景観地区 

…市行政区域 

（景観計画区域） 

 

景観形成重点地区 

絞り込み 

 景観形成重点地区とは 
指宿市行政区域全域（景観計画区域）を対象に、景観計画において景観形成を

重点的に図る地区として指宿市が独自に決定する地区です。景観形成重点地区の

候補地域とは、景観形成重点地区を定めるための候補となる地域です。 

 景観地区とは（景観法第61条） 
都市計画法上の地域地区であり都市計画区域で設定することができる地区で

す。市が都市計画として決定する地区で、状況によっては、景観形成重点地区も

しくはその一部が将来的に景観地区に指定される可能性もあります。 

 準景観地区とは（景観法第74条） 
都市計画区域外の景観計画区域において、複数以上の建築物により既にある良

好な景観の維持・増進を目的として、景観の保全を図るために指定される地区で

す。景観地区に準じて行為の規制が可能です。 

13 景観形成重点地区の候補地域の検討 
全市を対象とした景観形成の必要性を踏まえ、本計画では特に重点的に景観形成を進め

ることが必要な区域となる「景観形成重点地区」の候補地域を定めます。 

この景観形成重点地区は、将来的に景観の保全・管理・形成に向けて、より詳細なルー

ルを設定し、地区の特性に応じた景観誘導を図っていく地区となります。 

ここでは、景観形成の方針との整合を図りつつ、将来的に景観形成重点地区への指定を

目指していく候補地域として、次の５地区を挙げることとします。 

 

＜景観形成重点地区、景観地区、準景観地区の考え方について＞ 
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(1) 開聞岳・長崎鼻・竹山周辺 
霧島錦江湾国立公園に指定される開聞岳、長崎鼻地区は、東シナ海を望むなだらか

な丘陵に広がる農地と一体的な景観を構成する地区で、開聞岳や竹山などを背景とし

た自然景観の維持保全を図ります。 

また、薩摩一の宮である枚聞神社の社業とその周辺域の佇まいは、開聞岳を神体と

する山岳信仰に根差したものともいわれ、歴史的な景観要素となっています。 

こうした地域の自然と歴史に培われた景観を保全継承するために、眺望阻害要因を

排除し、景観の維持保全に向けて、当該区域を景観形成重点地区の候補地とします。 

なお、本地区は、農業振興地域において、魅力ある景観を保全・創出する地区とし

て、南国指宿の象徴でもある開聞岳と菜の花畑など、本市のアイデンティティ※を示す

景観形成地区を目指す地区とします。 

※アイデンティティ：環境や時間の変化にかかわらず、同一のものであること。主体性。 

同一性。 

 

(2) 池田湖・鰻池周辺 
九州地方最大のカルデラ湖である池田湖とその湖畔に佇む尾下集落や新永吉、尾下

の棚田など、当該地域の自然と人々の営みによって形成された景観の保全を図り、後

世に継承していくために、本地区を景観形成重点地区の候補地とします。 

また、池田湖と開聞岳をつなぐ、岩本開聞線沿道の景観整備にも配慮した地区とし

ます。 

さらに、鰻池は鰻温泉地区に残るスメの生活文化を垣間見ることのできる景観が残

されており、次代に継承すべき景観要素であることから、鰻池周辺の樹林植生の環境

を保全しながら、自然と生活文化が織りなす景観を継承していく地区とします。 
 

(3) 指宿市街地周辺 
温泉リゾート指宿の市街地は、摺ケ浜に沿って立地する宿泊施設や砂むし風呂のあ

る地区であり、指宿駅前及び中央通り商店街の活性化とともに、良好な市街地景観の

整備が望まれる地区です。 

今後、訪れる人々にとっての指宿市の玄関口として、良好な市街地景観形成に向け、

本地区を景観形成重点地区の候補地とします。また、統一のとれた街並み形成などの

取り組みと合わせて、本市における“街なかの顔”となる景観づくりを進めていく地

区とします。 
 

(4) 今和泉・宮ヶ浜周辺 
今和泉地区は、今和泉島津家別邸（領主仮屋）があったところで、屋敷石垣や隼人

松原と呼ばれる松林などが往時をしのぶ風景構成要素となっています。また、屋敷跡

や当時をしのばせる町割や石垣などが残っています。 



53 

 

さらに、宮ヶ浜の海岸には、天保４年(1883)、第27代薩摩藩主島津斉興公が築かせ

た三日月形の捍海隄があり、国登録有形文化財となっています。これに加え、松尾城

跡や明治から昭和初期にかけての商家や蔵が軒を連ねるまちなみが残るなど、指宿発

祥の地として、宮ヶ浜まち歩きが行われています。 

こうした歴史的遺構の保全的刷新などによる景観づくりを進めていく地区とします。 
 

(5) 山川港周辺 
山川港は、火山噴火によって形成された指宿カルデラの一部で天然の良港として、

中世から大型船も停泊できる南蛮貿易の中継地であり、国際貿易港としてにぎわい「鶴

の港」とも呼ばれた港です。 

戦国時代には、島津氏の拠点港として利用され、薩摩藩による琉球貿易や砂糖輸

送の拠点であったことから、江戸時代地頭仮屋跡（現山川庁舎）を取り囲む石塀（地

頭仮屋跡石塀）など歴史的な遺構も残っています。 

現在、薩摩半島の山川と大隅半島の根占を結ぶカーフェリーの航路が就航しており、

指宿の海の玄関口となる地区です。 

また、第３種漁港に指定される漁港周辺には水産加工場、冷蔵倉庫、冷凍施設、魚

肉練り製品の加工施設や道の駅などの観光集客施設も整備されていることなども考慮

し、山川港周辺のポートサイドの景観づくりを進めていく地区とします。 

図表-１８ 景観形成重点地区の候補地の位置図 
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第３章 景観形成の推進 
14 景観形成の推進に向けて 
(1) 関係法令等の横断的な活用 

景観資源は、その自然的立地環境に加え地域の歴史、伝統文化など、さまざまな要

素が複層的に絡み合って形成されています。 

こうした地域の背景を考慮に入れながら、良好な景観形成を図るためには、それを

実現するための規制・誘導について、関係する法令に基づき、一体的かつ横断的な取

り組みを継続して展開にしていく必要があります。なかでも、開聞岳と菜の花畑や池

田湖畔に作られた新永吉、尾下の棚田などの自然系の景観に対しては、景観形成の良

否を大きく左右する土地利用との連携した取組が必要です。 

また、景観を阻害している廃屋や空家等については、空家等対策計画と連携しなが

ら景観の向上に向けて、適正な管理等に向けた取組を行います。 

ア 景観重要公共施設の整備について 

道路・橋梁、河川、都市公園等の公共施設は、本市の景観軸や景観エリアを構成

する要素として重要な役割を果たしています。 

これらの整備に際し、景観形成上特に重要な区域にある施設を対象として、当該

施設管理者との協議・同意に基づき景観重要公共施設としての位置づけを検討して

いきます。 

景観重要公共施設は、これとその周辺の建築物等の土地利用が一体となって景観

特性に配慮した整備を行うことにより、関係主体間の連携・調整を通じ良好な景観

の形成を図ることとします。 

本市では、池田湖、鰻池、鏡池などの良好な景観を呈する地域において、周辺自

然環境との調和に配慮した整備を進め、水と緑の豊かな魅力と感動を与える景観を

形成するとともに、水質浄化や親水性の確保に向けた整備など市民・企業との協働

による維持・管理に努めていく必要があります。 

 

イ 景観農業振興地域整備計画の策定に関する事項について 

本市は火山カルデラ地形の上に形成された自然と温泉など癒しの素材となる、景

観資源が散在しています。開聞岳のふもとに広がる農地や池田湖畔の棚田は、この

地に住む人々の暮らしの営みの上で培われた、農林景観です。しかし、過疎化や高

齢化、地域コミュニティにおける問題も顕在化し、農地の管理に支障が生じるなど

により、景観的な魅力についても、薄れていくことが懸念されています。 

このような地域の景観を保全・創出するためには、地域の景観に配慮しつつ、良

好な営農条件を確保する観点も必要となります。 

景観農業振興地域整備計画は、農業振興地域において、魅力ある景観を保全・創

出するために必要となる基本的な事項を示すもので、農業振興地域の整備に関する
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法律第８条第２項第１号の農用地区域に限定せず、特色ある景観が広がっている地

域の範囲、保全・創出の方針等を示すことが可能となります。こうした法制度の活

用も視野に入れながら、景観を維持し、周辺と調和のとれた農業利用を目指す必要

があります。 

 

ウ 既存の緑や文化的景観との連携について 

本市には、枚聞神社や揖宿神社をはじめとする、由緒ある神社とその社叢等の緑

が残っています。これらの緑は、地域の特徴ある景観を形成する上で重要な役割を

担っており、景観法に基づく景観重要樹木に沿った指定など、関連法令や各種計画

との連携を図り、緑地の保全を促進します。 

また、地域の景観を形成する大切な緑として、住民の自主的な保全・活用を促進

し、重要な文化的景観として文化財保護法との連携を図りつつ、地域住民による保

存・活用を促進します。 

 

エ 地区計画制度や景観協定制度の活用について 

市民の身近な生活に根ざした景観形成を進める上で、景観法では、地区の計画的

な整備と良好な景観の形成が同時に求められる場合、景観地区と同様の仕組みを地

区計画に導入することが可能となっています。 

今後、住民の意思による生活環境の整備を目的とした地区計画制度を活用して、

良好な景観の誘導を図ることや、景観協定制度などにより、市民が中心となって、

良好な景観の維持・増進を図るための制度の啓発・普及を進めます。 

 

オ 景観を阻害する廃屋等の対応について 

適切な管理が行われていないために著しく景観を損なう状態となっている廃屋や

空家等については、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、担当部局と連

携しながら対応していくこととします。 
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(2) 協働による景観づくり 
良好な景観の形成は、市民、事業者、各種団体及び行政等いろいろな人々の取組に

より実現するものです。これまで、主に公共事業として行われていた景観の整備は、

今後、本計画や関係法令に基づき個別の建築行為や地区レベルでの景観環境の改善へ

と移行していきます。 

ア 市民、事業者、各種団体及び行政等の協働による景観づくり 

景観に関する施策の展開が市民の身近なレベルで行われるようになることで市民

や事業者等の参画の機会が拡大します。 

多くの市民、事業者、各種団体及び行政等が参画した協議・調整型の景観形成推

進方法を中心とするため、行政との協働による景観形成への取り組みを進めます。 

 

イ 景観整備機構の指定 

市は、景観行政団体として良好な景観の形成に向け、本市で活動するＮＰＯ法人

や公益法人について、景観整備機構として公的に指定し、取り組みを支援すること

ができます。 

また、指定された景観整備機構は、所有者と協定を結び景観重要建造物や景観重

要樹木の管理を行うことが可能となるとされています。 

今後、本市において景観形成に関するＮＰＯ法人や公益法人が景観整備機構とな

るよう積極的に支援します。 

 

ウ 助成、表彰・認定制度の検討 

市民等による景観保全・整備の一層の推進を図るために、良好な景観づくりを行

ったと認める行為に対する助成、良好な景観の形成に寄与する優良な建造物の認定、

優れた景観づくりの活動などに対する表彰制度の創設を検討します。 
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(3) 良好な景観形成へ向けた体制づくり 

ア 推進組織 

市民、事業者、行政等の協働により良好な景観形成の成果をあげるため、景観づ

くりの組織を構築し、本計画に基づく景観形成を総合的かつ実効的に推進します。 

 

イ 総合的な推進体制の構築 

本市は、景観行政団体として自然環境や生態系の保全、地域文化の継承、市街地

環境や温泉街の整備などの景観形成に関する主要施策の推進とともに、届出に対す

る規制・誘導等により、景観づくりの実効性を確保していきます。 

このため、具体的な推進組織等の構築を進め、総合的な推進体制を構築する必要

があります。 

また、市民が中心となった景観づくりを推進していくために、景観づくりへの啓

発・支援に向けた体制づくりが必要となります。 

このため、本市の景観づくりの体制を強化・周知するためのキャンペーンや研修

会などの場を設け、景観づくりに対する理解を深めていきます。 

 

◆総合的な推進体制構築の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良好な景観形成を担う主体 
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参画・提案 支援 
相談 

景観形成推進組織 
 

景
観
整
備
機
構 

指宿市の景観づくり推進協議会 

提言 

参画 

支援 
助言 

指宿市（景観行政団体） 
 
景観担当部署（都市・海岸整備課） 

助言 

相談 

相談 

参画 

指定 

調整 庁内連絡体制 

庁内関係各課 

助言 
 

景観審議会（都市計画審議会） 

助言 

諮問 答申 
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ウ 行為の制限に関する届出の流れ 

本市では、市全域を景観計画区域に指定しています。景観計画区域内において建

築物の建築等の行為を行う場合は、行為の規模により届出が必要です。以下に手続

きの流れの概要を示します。 

 

◆届出手続きフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 計画の見直し 
本市の自然的、社会的条件等を十分勘案し、時代背景や地域の実情に即したものと

するため、本計画内容の進捗状況や時代潮流等を踏まえた具体的かつ実践的な取り組

みに向け、適宜見直しを行っていきます。 
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反映 

資料１ 
 

指宿市景観計画策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指宿市景観計画策定検討委員会 

（関係課長・室長・局長） 

事務局 

（建設部都市整備課） 

庁内組織 
素案の提案 

協議 

指宿市景観計画策定協議会 

(1) 学識経験者 

(2) 各種団体代表 

(3) 住民代表 

(4) 行政代表 

(5) 市長が必要と認める者 

庁外組織 

市民・有識者等によ

るワークショップ 

意見調査 

 住民アンケート 

 パブリックコメント 

意見 

参加 

市 民 
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資料２ 
指宿市景観計画策定の経緯 

年 月 日 経 過 等 

29 6 ～ 指宿市景観計画策定のための基礎調査の実施 

 9 1 「指宿市の景観づくり」市民アンケート調査の実施（9月15日まで） 

30 2 16 景観計画勉強会を開催（講師：鹿児島大学 木方教授） 

 3 16 各種調査の報告書作成 

 6 11 指宿市景観まちづくりワークショップの一般参加者募集 

 6 26 
第１回指宿市景観まちづくりワークショップの開催 
（指宿市の景観資源の見直しと景観づくりに向けての方策の検討） 

 7 2 指宿市景観まちづくりワークショップのかわら版【第1号】作成 

 7 10 
第２回指宿市景観まちづくりワークショップの開催 
（重点的に取り組んでいく景観形成の方策の検討） 

 7 17 指宿市景観まちづくりワークショップのかわら版【第2号】作成 

 7 24 
第３回指宿市景観まちづくりワークショップの開催 
（今後目指すべき景観づくりへ向けての将来像の検討） 

 7 30 指宿市景観まちづくりワークショップのかわら版【第3号】作成 

 9 14 
第1回指宿市景観計画策定検討委員会の開催 
（景観形成の目標、方針、行為の制限等について審議） 

 9 27 
第1回指宿市景観計画策定協議会の開催 
指宿市景観計画策定協議会委員の委嘱 
（景観形成の目標、方針、行為の制限等について審議） 

 10 19 
第2回指宿市景観計画策定検討委員会の開催 
（景観形成重点地区の候補地、景観形成の推進方策について審議） 

 11 6 
第2回指宿市景観計画策定協議会の開催 
（景観形成重点地区の候補地、景観形成の推進方策について審議） 

 11 22 
第3回指宿市景観計画策定検討委員会の開催 
（指宿市景観計画（素案）の審議） 

 12 10 
第3回指宿市景観計画策定協議会の開催 
（指宿市景観計画（素案）の審議） 

 12 28 パブリック・コメントの実施（平成31年1月31日まで） 

31 3 26 
指宿市都市計画審議会の開催 
（指宿市景観計画（素案）の審議） 

 4 1 
指宿市景観計画の策定 
（告示及び指宿市景観計画の縦覧（平成31年4月1日から）） 
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資料３ 
 

指宿市景観計画策定協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 景観法（平成16年法律第110号）第８条に規定する景観計画の策定に当たり，幅広い

観点からの検討を行い，本市の良好な景観の形成に関する必要な事項を協議するため，指

宿市景観計画策定協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項について協議し，市に意見を述べることができる。 

(1) 景観計画の策定に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか，良好な景観の形成に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は，委員13人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 各種団体代表 

(3) 住民代表 

(4) 行政代表 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱又は任命の日から平成31年３月31日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，前条第２項第４号に掲げる委員は，委嘱の際における職にあ

る期間とする。 

（会長） 

第５条 協議会に会長を置き，委員の互選により定める。 

２ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき，又は欠けたときは，あらかじめ会長の指名する委員が，その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が招集する。 

２ 会長が必要と認めるときは，会議に委員以外の者を会議に出席させ，説明若しくは意見

を聴き，又は必要な資料の提供を求めることができる。 

（事務局） 

第７条 協議会の事務は，建設部都市整備課において処理する。 

（その他） 
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第８条 この告示に定めるもののほか，協議会の運営に必要な事項は，別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は，平成30年９月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は，平成31年３月31日限り，その効力を失う。 

 （最初の会議の招集） 

３ この告示の施行後，最初に開催する会議については，市長が招集する。 
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資料４ 
 

指宿市景観計画策定協議会委員名簿 

 

  区  分 組 織 名 役職名 委 員 名 

1 学識経験者 鹿児島大学大学院 教授 木方 十根 

2 各種団体代表 公益社団法人鹿児島県建築士会指宿支部 支部長 迫田 順一 

3 各種団体代表 指宿市建設業組合  組合長 福永 昭一 

4 各種団体代表 指宿造園組合  組合長 濵田 純雄 

5 各種団体代表 指宿市農業委員会  会長 蓑田 六雄 

6 各種団体代表 公益社団法人指宿市観光協会  会長 中村 勝信 

7 各種団体代表 指宿商工会議所  会頭 南 荒生 

8 各種団体代表 指宿市地域女性団体連絡協議会  会長 伊佐 幸子 

9 住民代表 
指宿市自治公民館連絡協議会 

（指宿地区代表） 
会長 久保 憲一郎 

10 住民代表 
指宿市自治公民館連絡協議会 

（山川地区代表） 
副会長 大保 三郎 

11 住民代表 
指宿市自治公民館連絡協議会 

（開聞地区代表） 
副会長 濵上 隆一 

12 行政代表 指宿市役所総務部 部長 有留 茂人 

13 行政代表 指宿市役所建設部 部長 黒木 六海 
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資料５ 
 

指宿市景観計画策定検討委員名簿 

 

  部名 課・室名 役職名 備 考 

1 建設部 都市整備課 課長 委員長 

2 建設部 建設監理課 課長 委員 

3 建設部 建築課 課長 委員 

4 建設部 土木課 課長 委員 

5 建設部 指宿港海岸整備室 室長 委員 

6 総務部 市長公室 室長 委員 

7 総務部 健幸・協働のまちづくり課 課長 委員 

8 市民生活部 環境政策課 課長 委員 

9 産業振興部 観光課 課長 委員 

10 産業振興部 商工水産課 課長 委員 

11 農政部 農政課 課長 委員 

12 農政部 耕地林務課 課長 委員 

13 行政委員会 農業委員会 事務局長 委員 

14 教育部 社会教育課 参事 委員 

15 山川支所 地域振興課 課長 委員 

16 開聞支所 地域振興課 課長 委員 
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資料６  
ワークショップ結果の概要 
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